
みはらクリニック施設基準 
 

当院は保健医療機関であり、下記医療機関に指定されています。 
 

結核指定医療機関 
被爆者一般疾病医療機関 
生活保護法指定医療機関 
労災保険指定医療機関 
難病指定医療機関 
小児慢性特定疾病医療機関 
 
 

（加算届出） 
 

明細書発行体制等加算 
時間外対応加算 3 
機能強化加算 
在宅療養支援診療所 3 
在宅時医学総合管理料 
特定施設入居時等医学総合管理料 
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算 
がん性疼痛緩和指導管理料 
がん患者指導管理料 
情報通信機器を用いた診療 
医療 DX 推進体制整備加算 
外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 
外来感染対策向上加算 

 
 

 
当クリニックは、中国四国厚生局の指定を受けた保健医療機関です 


